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我が国の空港整備状況について

1



《役割》
航空輸送需要の増大に対処して空港・航空保安施設整備等の促進と維持運営の円滑化を図るとともに、受益と負
担の関係を明確にしつつ所要の財源を確保するため、歳入歳出を一般会計と区分して管理し、経理内容を明確に
するため設けられたもの。

《事業の概要》
一般会計からの繰入金（一般財源、航空機燃料税収入の11/13相当額）、航空事業者等から徴収する空港使用料、
財政融資資金からの借入金等を財源として、大都市圏拠点空港を中心とした空港整備事業、空港周辺の環境対策
事業、航空管制施設等の新設・改良工事等の航空路整備事業、空港等の維持運営事業等を実施。

《役割》
航空輸送需要の増大に対処して空港・航空保安施設整備等の促進と維持運営の円滑化を図るとともに、受益と負
担の関係を明確にしつつ所要の財源を確保するため、歳入歳出を一般会計と区分して管理し、経理内容を明確に
するため設けられたもの。

《事業の概要》
一般会計からの繰入金（一般財源、航空機燃料税収入の11/13相当額）、航空事業者等から徴収する空港使用料、
財政融資資金からの借入金等を財源として、大都市圏拠点空港を中心とした空港整備事業、空港周辺の環境対策
事業、航空管制施設等の新設・改良工事等の航空路整備事業、空港等の維持運営事業等を実施。
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社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定の概要
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社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定のしくみ

（単位：億円）（単位：億円）

首都圏空港首都圏空港
２２,,５６７５６７

羽田羽田
（再拡張事業・機能向上）、（再拡張事業・機能向上）、
成田成田

航空機燃料税航空機燃料税
26,00026,000円／ｋｌ円／ｋｌ

航空事業者等航空事業者等

財政投融資財政投融資雑収入等雑収入等 空港使用料空港使用料 一般会計一般会計

空港整備勘定空港整備勘定業務勘定業務勘定
空港関係空港関係
都道府県都道府県

空港関係空港関係
市町村市町村

平成２１年度予算額平成２１年度予算額 ５，２８０億円５，２８０億円

一般空港等一般空港等
３９１３９１

その他その他
１１,,９８１９８１

航空安全・保安対策、航空安全・保安対策、
空港周辺環境対策空港周辺環境対策事業、事業、
航空路整備事業、航空路整備事業、
空港等維持運営費空港等維持運営費 等等

空港等機能空港等機能
高質化事業高質化事業

２２１２２１

工事諸費工事諸費
横断的調査横断的調査 等等

((３６３６))

空港整備事業費空港整備事業費
３３,,２９９２９９

着陸料等着陸料等
航行援助施設利用料航行援助施設利用料

２２,,０８４０８４

航空機燃料税航空機燃料税
７８１７８１

一般財源一般財源
６４８６４８

２／１３２／１３

航空機燃料譲与税航空機燃料譲与税

１／５１／５ ４／５４／５

１１／１３１１／１３

８８２８８２８８５８８５

((３６３６))

((0.070.07))

（注）（（注）（ ）書きは再掲。）書きは再掲。

関空等関空等
１２０１２０
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空港整備勘定の歳入・歳出規模（平成２１年度予算額）

　　　　単位：億円（％）

　　（　歳　　　　入　） 　（　歳　　　　出　）

維持運営費等

1,418(26.8)

離島航空

助成11(0.2)

航空路

242(4.6)

空港周辺環境

対策事業

　93(1.7) 一般空港等

391(7.4)

関空等

120(2.3)

羽田再拡張

1,313(24.9)

成田

20(0.4)

羽田機能向上

1,234(23.4)

歳　入　合　計

 ５,２８０億円

純粋一般財源

　648(12.3)

航空機燃料税

 781(14.8)

着陸料等収入

 829(15.7)

航行援助施設利用料

 1,255(23.8)

財政投融資

 882(16.7)      一般会計

　　  　からの受入

   1,429

   (27.1)

空整勘定自己財源

2,969(56.2)

歳　出　合　計

５,２８０億円

空港等機能

高質化事業

 221(4.2）

航空安全・

保安対策

217(4.1）

雑収入等

885(16.7)
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注１） 歳入額は当初予算ベース。４５年度は現在の特別会計規模におきかえている。

２） 財投借入残高は実績ベース。（ ）内は見込額。

３） 特会改革により、空港整備特別会計は平成２０年度から社会資本整備事業特別会計空港整備勘定として計上している。

208 315 269
497 473 437 300 383 379 399 480 518 623 521

689 845 765
544 672 753 737 820 702 611 648110 238

477 498 490
581

721 789 829 838 896
915

918
899

861 873
920

864
891 920 850

926
925 781

119
9

273

484
659 650

989
995

1,026
1,037 1,081 900

935 908
884

945
925 868 868 881

869
829

149

482

563 581
662

871
923

999
1,071

1,111
1,178 1,226 1,243

1,255 1,285
1,282

1,245 1,218 1,254 1,256 1,289
1,303

1,255

145 224

542

630

727
740

769
777

675 668 606
691

513

427 301
466 668

1146 1069
974

885

120
260

200

1,495

1,468 1,154

1,331
1,302

360 320 337

360
502

520 536
470

509

786
771

725
882

81

64

1,002931
728

109

71

89

72

10
23

-

1 ,000

2 ,000

3 ,000

4 ,000

5 ,000

6 ,000

7 ,000

Ｓ４５
Ｓ４８

Ｓ５１
Ｓ５４

Ｓ５７
Ｓ６０

Ｓ６３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９
Ｈ１０

Ｈ１１
Ｈ１２

Ｈ１３
Ｈ１４

Ｈ１５
Ｈ１６

Ｈ１７
Ｈ１８

Ｈ１９
Ｈ２０

H２１

億円

年度

財政投融資

雑収入等

着陸料等

航空機
燃料税

純粋一
般財源

305

687

1,018

2,011

2,458
2,642

3,132

5,040

5,288

5,110

5,484
5,630

4,788 4,734 4,674

4,947 4,846

4,577 4,563
4,723

産業特会より受入

航行援助
施設

使用料

空
港
整
備
勘
定
自
己
財
源

一
般
会
計
よ
り
受
入

4,956

5,726

45 48
S

51 54 57 60 63 4 5 6 7 8 9 10 11 12
H

13 14 15 16 17 18 19

5,638
5,406

20

5,280

21

空港整備勘定歳入の推移

5

年度末財投借入残高 4,082    6,242    7,304   8,881    10,097  10,206  10,286   10,217  10,066  9,894    9,717   9,453    9,262 8,881    8,554   8,492   8,390 (8,933)



概要

ハイジャック・テロ対策を強力に推進するため導入。

有償旅客数及び貨物量を基礎として算定する。

保安料

大阪国際空港において、環境対策に係る対価とし
て徴収。

有償旅客数を基礎として算定する。

特別着陸料

離着陸など空港の使用に対する対価として徴収。
着陸料は航空機の重量及び騒音値を基礎とし、
停留料は航空機の重量を基礎として算定する。

着陸料・停留料

空港使用料等の内訳について
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ネットワーク維持のための地方路線に係る着陸料軽減

羽田空港発着の深夜早朝便に係る着陸料軽減

羽田に８：２９以前に到着する便、羽田を２０：３０以降に出発

する便については、当分の間、当該便の羽田又は相手先空

港に係る着陸料を１/２に軽減（但し伊丹路線、国際線は除く）。

沖縄発着路線に係る着陸料について、平成24年3月31日まで

の間、機材の種別等に応じて１/６～１/１６に軽減。

離島発路線に係る着陸料について、機材の種別等に応じて

１/６～１/１６に軽減。

沖縄・離島路線に係る着陸料軽減

地方航空ネットワークの維持・拡充等を図るとともに、また観光立国の推進に寄与するため、当分の間、地方路線に係る着陸料を
以下の通り軽減。

１／２稚内、紋別、中標津、大館能代、

山形、能登、南紀白浜、石見、

佐賀

７／１０旭川、帯広、女満別、青森、

秋田、庄内、富山、岡山、鳥取、

出雲、山口宇部

３／４釧路、函館、三沢、美保、高知、

徳島

９／１０小松、関空、広島、高松、松山、

長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、北九州、神戸

羽田着陸料
の軽減

発空港

国際旅客チャーター便促進に係る着陸料軽減

羽田空港・・・２３：００～８：２９以前に到着する国際旅客チャーター便の着陸料を１/２に軽減。 （平成20年4月1日～

羽田以外の国管理空港・・・国際旅客チャーター便の着陸料を１/２に軽減。 平成22年10月31日まで）

本則
羽田、伊丹、

新千歳、福岡

その他

出
発

国管理（羽田・伊丹除く）

共 用
羽 田

到着

７／１０

９／１０

３／４

７／１０

１／２

国管理空港の着陸料軽減措置体系について
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※２０年度以前は実績、２１年度は予算額、２２年度以降は見込額をベースに試算。平成１０年度予算以降の借入については金利見直し時に一定の金利変動を勘案して試算。

1,032億円
（1,032億円）

約340億円
（約250億円）

約680億円
（約680億円）

約1,040億円
（約1,040億円）

償還額

（内財投借入分）

再拡張事業（地方）

再拡張事業（財投）

棒ｸﾞﾗﾌ（残高推移） 折れ線ｸﾞﾗﾌ（償還額：含利子）

9,367億円
（8,390億円）

借入残高

（内財投借入分）

約3,200億円
（約2,000億円）

約6,800億円
（約5,300億円）

約10,300億円
（約8,800億円）

Ｈ２０年度末年 度 Ｈ３７年度末見込Ｈ２７年度末見込Ｈ２２年度末見込

＜借入条件＞

●沖合展開 （財投）：５年据置１５年元金均等返済（計２０年）

●再拡張事 （財投）：５年据置２５年元金均等返済（計３０年）

●再拡張事 （地方）：１５年据置１５年元金均等返済（計３０年）

沖合展開事業

羽田空港に係る借入金の償還について（20年度末ベース）

億円 億円
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空港整備勘定歳出の推移
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社会資本整備重点計画
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ｻｰﾋﾞｽ高度化

一般空港

中部

関空

成田

羽田（沖展）

羽田（再拡）

億円
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○空港の設置及び管理に関する基本方針 （国土交通省告示第1504号 平成20年12月24日）（関係部分抜粋）

第二 空港の整備に関する基本的な事項

我が国の空港については、事業実施中の空港を加えると、配置的側面からの整備は全国的に見れば概成し、

離島を除き新設を抑制することとしており、今後は、将来需要に的確に対応するための方策のほか、航空輸送

サービスの質の向上や利用者の便益の増進に向けた空港機能の高質化、また、耐震、防災保安の観点からの

安全・安心の確保等が求められている。これらに対応するため、現下の厳しい財政事情に鑑み、需要予測の一

層の精度向上に引き続き努め、事業評価をより厳格に実施すること等により選択と集中を図り、投資を重点化

していくとともに、既存ストックを活用した空港機能の高質化に向け、以下の施策を中心に取り組むことが必要

である。

なお、具体的な整備のあり方については、今後閣議決定される社会資本整備重点計画に従って対応する。

１ 将来需要に対応するための施設整備・機能向上等

将来の需要動向を踏まえ、今後の空港の整備においては、以下のとおり取り組んでいくことが必要である。

③施設整備等の基礎となる需要予測の一層の精度向上に引き続き努め、社会経済情勢の変化等が生じた際

の事業着工前や着工後の再評価及び需要予測値と実績値の比較分析等を含む事後評価等の一連の事業評

価について、その評価の結果を適切に公表するとともに、引き続き厳格に実施することとする。

今後の空港整備について
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航空局におけるコスト縮減への取り組みについて

高盛土の動態観測を行う装置につい
て、自家発電装置を採用することで、
商用電源の敷設（約2.5km）が不要に。
（縮減額：約9,000千円）

具体的な取り組み事例

具体的施策について

・公共工事のコスト縮減は、平成9年度以降、全省庁が一致協力して施策を推進し、一定の成果を得ている。

現在は、平成20年度から5年間で、平成19年度と

比較して15%の縮減率を目指す「国土交通省公共事業

コスト改善プログラム」に取り組んでいる。
【２】入札・契約の見直し

【３】積算の見直し

【１】電子調達の推進
Ⅳ．調達の

最適化

【２】戦略的な維持管理

【１】民間技術の積極的な活用Ⅲ．維持管理

の最適化

【４】社会的コストの低減

【３】民間技術の積極的な活用

【２】施工の見直し

【１】計画・設計の見直し

Ⅱ．計画・設計・施工

の最適化

【３】用地・補償の円滑化

【２】事業の重点化・集中化

【１】合意形成・協議手続きの改善

Ⅰ．事業の

スピードアップ

●目標
H24年度に総合コスト改善率：15％
※実績は毎年度フォローアップ

H9 H12 H15 H20

公共工事コスト縮減対
策に関する行動指針

H9～H11
公共事業コスト構造改善

プログラム
H20～H24

H24

公共事業コスト構造改革
プログラム
H15～H19

公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針
H12～H20

●目標
総合コスト縮減率：15％
※実績は毎年度フォローアップ

●目標
工事コスト縮減率：10％
※実績は毎年度フォローアップ

●目標
H24年度に総合コスト改善率：15％
※実績は毎年度フォローアップ

H9 H12 H15 H20

公共工事コスト縮減対
策に関する行動指針

H9～H11
公共事業コスト構造改善

プログラム
H20～H24

H24

公共事業コスト構造改革
プログラム
H15～H19

公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針
H12～H20

●目標
総合コスト縮減率：15％
※実績は毎年度フォローアップ

●目標
工事コスト縮減率：10％
※実績は毎年度フォローアップ

H9 H12 H15 H20

公共工事コスト縮減対
策に関する行動指針

H9～H11
公共事業コスト構造改善

プログラム
H20～H24

H24

公共事業コスト構造改革
プログラム
H15～H19

公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針
H12～H20

H12 H15 H20

公共工事コスト縮減対
策に関する行動指針

H9～H11
公共事業コスト構造改善

プログラム
H20～H24

H24

公共事業コスト構造改革
プログラム
H15～H19

公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針
H12～H20

●目標
総合コスト縮減率：15％
※実績は毎年度フォローアップ

●目標
工事コスト縮減率：10％
※実績は毎年度フォローアップ
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我が国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争力の強化、空港利用者の利便増進を図るため、既存ストックを活
用し、空港の就航率向上等による空港の機能高質化を推進します。

国際物流機能の強化

（１）国際競争力強化促進事業

アジア主要都市と日本との間を結ぶ国際競争
を備えた航空物流機能の強化に資するよう、国
際貨物取扱機能の強化拡充を図ります。

現貨物ターミナル

新貨物ターミナル

エプロン

貨物地区整備（那覇空港）

国際旅客ターミナル整備（新千歳空港）

国際観光交流の強化に資するよう、CIQを含
む国際旅客ターミナルの機能向上を図ります。

（２）地域競争力強化促進事業

気象条件に影響されない安定的な就航を実現
するため、ILSの高カテゴリー化等を進めます。

航空物流機能の効率化を図るため、貨物専用
エプロンの整備を実施します。

（３）空港利便増進事業

空港利用者の安全性・快適性向上の
ためのバリアフリー化等を進めます。

横断歩道ルーフ

国際旅客ターミナルの機能向上

就航率向上

物流機能の強化

バリアフリー化の推進

ILSの高カテゴリー化

CATⅢaの
場合

決心高0m
滑走路視距離 50m

進入灯 滑走路灯火  滑　走　路

約300メートル

 CAT-Ⅰ

 CAT-Ⅱ

 CAT-Ⅲ

決心高30m
滑走路視距離350m

決心高60m
滑走路視距離550m

 決心高の地点で雲・霧等で滑走路
 ・灯火が見えなければ進入復行

空港内施設のバリアフリー化

貨
物
上
屋

エプロンの整備

現在、貨物専用機が
駐機しているエプロン

横持ちが
発生

貨物専用エプロンの整備 歩道ルーフ

空港の機能高質化事業

12



地震災害時に求められる空港の役割 （交通政策審議会航空分科会答申 平成１９年６月）

地震災害時に、空港が災害復旧支援、航空ネットワークの維持、背後圏経済活動の継続性確保など様々な役割を果たすことが
できるよう、基本施設等の耐震性の向上を推進します。

①救急・救命活動等の拠点機能及び緊急物資・人員等の輸送受け入れ機能①救急・救命活動等の拠点機能及び緊急物資・人員等の輸送受け入れ機能 ②航空ネットワークの維持②航空ネットワークの維持 ③背後圏経済活動の継続性確保③背後圏経済活動の継続性確保

公共交通機関の公共交通機関の

確保確保
航空ネットワーク全体

への影響を回避

■地域的な空港の分布や地震発生確率及び整備
に要する費用等を考慮した上で、庁舎、管制塔等の
耐震補強等を早期に推進。

耐震性向上の今後の進め方

緊急輸送の拠点となる空港

救急・救命
輸送

被害状況の
迅速な把握

緊急物資・
人員輸送

平成２２年度
基本施設（滑走路等）の液状化対策等、
耐震調査結果を踏まえた必要な耐震事業
を引き続き実施予定

平成２２年度
耐震調査結果を踏まえた庁舎の耐震補強
等を実施予定

空港施設の耐震性向上空港施設の耐震性向上

航空機との通信や夜間等に必要
な航空保安施設の機能を確保

航空管制機能の停止を防ぐと
ともに空港の管理機能を確保

管制塔等の倒壊防止管制塔等の倒壊防止

航空機の離着陸に必要な基本施設等の機能を確保

基本施設の陥没等を防止

無線・照明施設の転倒防止無線・照明施設の転倒防止

トンネルの崩壊防止

車両や航空機
に影響

地下構造物等の崩壊を防止

基本施設（滑走路・誘導路等）

進入灯

管制塔庁舎

ILS装置
空港監視レーダー

耐震化実施箇所例

航空輸送上重要な空港

■東京、成田、中部、大阪、関西、新千歳、福岡、
那覇、仙台、新潟、広島、高松、鹿児島の各空港で
耐震性向上を推進。

空港の耐震化
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これら既存施設の着実な更新のためには、現状300億円程度/年にとどまる空港施設の更新・改良事業費
について、今後概ね10年間で少なくとも総額約6,300億円(約630億円/年)程度が必要となる見込み。

○ 緊急性の高い既存施設の更新事業を早急に実施するとともに、今後発生する更新・改良需要に適切に対応するた
めには、現在の水準に比して多額の費用が必要となる見込みであり、施工方法の改良や技術開発等を通じてコ
ストの縮減を図りつつ、その円滑かつ計画的な実施を推進することが重要な課題となっている。

（参考）更新・改良事業におけるコスト縮減のための取組

今後更新が見込まれる主要な施設

ライフサイクル管理体制の充実等による故障率の低減空港の基本施設の効率的な更新・改良

施工方法の効率化の例

○新たな施工法等による効率化。
○設計方法の見直し等による空港施設の

長寿命化を調査研究。
○予防保全に繋がる効率的な点検・手法

を調査研究。

基本施設 建築施設 無線施設 照明施設

滑走路・誘導路・ｴﾌﾟﾛﾝ等の打替え 地上走行用灯火・進入灯等の更新管制塔や局舎等の建替え レーダー・ＩＬＳ等の更新

「技術管理センター（仮称）」
（平成23年度組織発足予定）にお
いて、各種航空保安無線施設等の
障害発生件数が低下するよう、技
術管理・評価及び調達仕様の作成
等を実施。

故
障
率
（
％
）

時間（ｈ）

初期故障
期間

偶発故障
期間

磨耗故障
期間

有効寿命

寿
命
延
長
の
効
果

故障率の低減

今後の更新・改良事業の必要性・緊急性
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57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

その他

福岡

大阪

空港周辺環境対策の概要

※ ＷＥＣＰＮＬ
１日あたりの騒音のレベルを評価する尺度。通過全航空機の騒音を夕方・夜
間の分を加重して足し合わせて算出。

空港周辺環境対策の対象空港（特定飛行場）

函館、仙台、成田、東京、新潟、大阪、
松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、那覇

（単位：百万円）
環境対策予算の推移

103,119

92,044

80,319

63,196

41,001 40,700
36,850

37,875

30,099
27.231

27.321
32,965

33,987
35,006

36,036
35,734

32,727
28,637

27,435
23,014

18,038 16,631
16,701 15,903 15,408

12,327 10,291
9,261

※成田は、成田国際空港株式会社が空港周辺環境対策を実施

黒字：直轄事業により実施 赤字：補助事業により実施

概ね
WECPNL７０

WECPNL７５

（第１種区域）

WECPNL９０

（第２種区）

WECPNL９５

（第３種区域）

◎学校､病院等の防音工事（エアコ
ン・防音サッシの設置等）の助成

◎共同利用施設（公民館）整備の助成

◎民家の防音工事（エアコン・防音
サッシの設置等）の助成

◎民家の移転補償

◎周辺環境基盤施設整備事業
（移転補償跡地を活用した公

園等の整備）

◎緩衝緑地帯等整備事業

◎テレビ受信障害補助
（ＮＨＫ受信料の補助）

◎再開発整備事業
（移転補償跡地を活用した

店舗、駐車場等の整備）
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航 空 局 地 方 航 空 局 （東京・大阪） 空 港 事 務 所 （31ケ所）

次 長 ・空港事務所・空港出張所等の業務の指導、 主として、国管理空港及び成田・関西・中部・
（大臣官房審議官） 調整、監督 共用空港に設置され、次の業務を行う。
監 理 部 ・航空運送事業、航空機使用事業の許可等 ・飛行場管理業務
空 港 部 ・耐空証明、航空従事者技能証明等 ・管制通信・情報業務
技 術 部 ・飛行場管制業務、ターミナルレーダー管制
管 制 保 安 部 業務等の管制業務

・航空保安施設の保守
航 空 交 通 管 制 部 （札幌・東京・福岡・那覇）

航 空 保 安 大 学 校 空 港 出 張 所 （27ケ所）
・航空路管制業務及び進入管制業務

・航空保安要員の研修 ・飛行計画の承認 主として地方管理空港に設置され、次の業務を
行う。

・管制通信・情報業務
・航空保安施設の保守

空港・航空路監視レーダー事務所 （４ケ所）

空港出張所と航空路監視レーダー事務所の機能
を統合した組織で、次の業務を行う。

・管制通信・情報業務
（定員：人） ・航空路監視レーダー等の保守

航 空 局 771 ・航空保安施設の保守
航空保安大学校 277
地 方 航 空 局 4,493 航空路監視レーダー事務所 （11ケ所）
［本 局］［ 495］
［空 港 事 務 所］［ 3,227］ ・航空路監視レーダー等の保守
［空 港 出 張 所］［ 406］
［空港･ﾚｰﾀﾞｰ事務所］［ 95］ 航 空 無 線 標 識 所 （１ケ所）
［レーダー事務所］［ 113］
［航空無線標識所］［ 5］ ・航空保安無線施設の保守
［航空衛星センター］［ 152］
航空交通管制部 1,333 航空衛星センター （２ケ所）

・航空衛星システムの運用・保守等
計 6,874

空港管理・航空管制にかかる現場機関等の概要

※平成２１年度末時点 （予算ベース）
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